
○富山市立図書館条例  

平成１７年４月１日  

富山市条例第２５９号  

改正  平成１８年１２月２１日富山市条例第７４号  

平成２０年６月３０日富山市条例第５５号  

平成２１年３月２３日富山市条例第３０号  

平成２１年１２月２２日富山市条例第６４号  

平成２４年３月２６日富山市条例第２１号  

平成２４年１２月２１日富山市条例第７２号  

平成２６年１２月１６日富山市条例第５９号  

平成２７年９月２５日富山市条例第４９号  

平成２９年９月２７日富山市条例第４３号  

（設置）  

第１条  本市に市民の教育と文化の発展に寄与するため図書館法（昭和

２５年法律第１１８号。以下「法」という。）第１０条の規定に基づ

き、富山市立図書館（以下「図書館」という。）を設置する。  

（位置）  

第２条  図書館の本館の位置は、富山市西町５番１号とする。  

（地域館の設置）  

第３条  図書館に次のとおり地域館を置く。  

名称  位置  

富山市立大沢野図書館  富山市高内３６５番地  

富山市立大山図書館  富山市上滝５７７番地  

富山市立八尾図書館ほんの森  富山市八尾町井田１２６番地  

富山市立婦中図書館  富山市婦中町砂子田１番地１  

富山市立山田図書館  富山市山田北山４１番地  

富山市立細入図書館  富山市楡原４０５番地  

（分館の設置）  



第４条  図書館に次のとおり分館を置く。  

名称  位置  

富山市立図書館水橋分館  富山市水橋辻ケ堂１２９番地  

富山市立図書館岩瀬分館  富山市岩瀬御蔵町１番地  

富山市立図書館呉羽分館  富山市呉羽町２９２０番地  

富山市立図書館豊田分館  富山市豊田本町一丁目２番５号  

富山市立図書館藤ノ木分館  富山市藤木１２４６番地  

富山市立図書館蜷川分館  富山市赤田５０番地  

富山市立図書館月岡分館  富山市上千俵町５０９番地  

富山市立図書館大広田分館  富山市東富山寿町二丁目１番１４号  

富山市立図書館新庄分館  富山市新庄町一丁目３番１６号  

富山市立図書館奥田北分館  富山市下新北町２番１１号  

富山市立図書館四方分館  富山市四方１４２番地１  

富山市立図書館堀川分館  富山市堀川小泉町一丁目１８番１３

号  

富山市立図書館堀川南分館  富山市本郷町２４３番地４５  

富山市立図書館山室分館  富山市中市二丁目８番７６号  

富山市立図書館東部分館  富山市石金一丁目２番１３号  

富山市立図書館八尾東町分館  富山市八尾町東町２１４９番地  

（その他の施設の設置）  

第４条の２  前２条に掲げるもののほか、図書館に次に掲げる施設を置

く。  

名称  位置  

富山市立とやま駅南図書館  富山市新富町一丁目２番３号  

富山市立こども図書館  富山市新富町一丁目２番３号  

（図書館奉仕）  

第５条  図書館は、法の精神に基づきその目的を達成するため法第３条

に定める図書館奉仕の業務を行う。  



（入館者の制限）  

第６条  富山市教育委員会（以下「委員会」という。）は、図書館の開

館時間中正当な理由なく館内への入館を拒み、又は退館を命じてはな

らない。  

２  委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、図書館へ

の入館を拒み、又は退館を命ずることができる。  

(1) 秩序又は風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者  

(2) 危険物など他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を持

ち込む者  

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が図書館の管理上入館すること

を不適当と認めた者  

（入館料等）  

第７条  図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対

価をも徴収してはならない。  

（利用の取消等）  

第８条  図書館資料等の利用者が法又はこの条例若しくはこの条例に基

づく規則に違反したときは、利用の承認を取り消し、利用を制限し、

又は停止させることができる。  

（損害賠償）  

第９条  入館者又は図書館資料等の利用者が、図書館の建物、設備、備

品、図書館資料等を損傷し、又は滅失した場合においては、同一の現

物又は相当の金額をもって弁償しなければならない。ただし、市長が

特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除すること

ができる。  

（職員）  

第１０条  図書館に館長その他の職員を置く。  

（図書館協議会）  

第１１条  図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館



の行う図書館奉仕につき館長に意見を述べるため、法第１４条の規定

に基づき富山市立図書館協議会（以下「協議会」という。）を置く。  

（委員の任命）  

第１２条  協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育

の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、委員

会が任命する。  

（組織）  

第１３条  協議会は、委員１５人以内で組織する。  

（会長）  

第１４条  協議会に会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２  会長は、会務を総理する。  

３  会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ、その指名

する委員がその職務を代理する。  

（任期）  

第１５条  委員の任期は２年とし、再任されることを妨げない。ただし、

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（協議会の運営方法）  

第１６条  第１１条から前条までに定めるもののほか、協議会の運営に

関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。  

（庶務）  

第１７条  協議会の庶務は、図書館において処理する。  

（細則）  

第１８条  この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の日の前日までに、合併前の富山市立図書館条例（昭



和４５年富山市条例第８号）、大沢野町立図書館設置条例（昭和２９

年大沢野町条例第１０号）、大山町立図書館設置条例（平成１２年大

山町条例第５号）、八尾町立図書館設置条例（昭和３２年八尾町条例

第３８号）、八尾町図書館協議会条例（昭和３９年八尾町条例第１７

６号）、婦中町立図書館設置条例（昭和５０年婦中町条例第１７号）、

山田村立図書館設置条例（昭和５６年山田村条例第３号）又は細入村

立図書館設置条例（昭和５６年細入村条例第６号）の規定に基づきな

された処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によ

りなされたものとみなす。  

附  則（平成１８年１２月２１日富山市条例第７４号）  

この条例は、平成１９年１月１日から施行する。  

附  則（平成２０年６月３０日富山市条例第５５号）抄  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２０年７月２１日から施行する。  

附  則（平成２１年３月２３日富山市条例第３０号）  

この条例は、平成２１年６月１日から施行する。  

附  則（平成２１年１２月２２日富山市条例第６４号）  

この条例は、平成２２年１月１日から施行する。  

附  則（平成２４年３月２６日富山市条例第２１号）  

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。ただし、第６条の改

正規定及び第１１条の改正規定は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２４年１２月２１日富山市条例第７２号）  

この条例は、平成２５年３月２３日から施行する。  

附  則（平成２６年１２月１６日富山市条例第５９号）  

この条例は、平成２７年８月２２日から施行する。  

附  則（平成２７年９月２５日富山市条例第４９号）  

この条例は、平成２７年１０月１日から施行する。  

附  則（平成２９年９月２７日富山市条例第４３号）  



この条例は、平成２９年１０月２５日から施行する。  

 


